
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ △ 有

5 社外取締役 ○ △ 有

6 社外取締役 ○ ○ 有

7 社外取締役 ○ △ 訂正・変更 有

8 社外取締役 ○ ○ 訂正・変更 有

9 社外取締役 ○ △ 訂正・変更 有

10 社外取締役 ○ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

番号

同氏は、国際的企業において長きに亘る企業経営の経験を通して培われた高い見識を
有しており、また、技術・開発エンジニア出身として、当社の経営において不可欠で
あるデジタル・IT分野に対する深い理解・経験を有しております。同氏には、激動す
る世界情勢を踏まえ、客観的・専門的な視点から、取締役会において積極的にご発言
いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を適切に
行っていただいております。さらに、指名委員会の委員として当社の経営の健全性・
透明性・実効性を高めるため、積極的に意見を述べていただきました。同氏には、引
き続き、上記の役割を果たしていただけるものと判断したことより、指名委員会の答
申を踏まえて、選任しております。
また、同氏は、現在及び過去3事業年度において当社との間で人的関係、取引関係、資
本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」
を充足しています。

同氏は、官界において要職を歴任し、国内外の幅広い経済・産業・政治動向に関する
高い見識を有しております。同氏には、激動する世界情勢を踏まえ、客観的・専門的
な視点から、取締役会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として
経営への助言や業務執行に関する監督を適切に行っていただいております。さらに、
ガバナンス・報酬委員会の委員長として、当社の経営の健全性・透明性・実効性を高
めるためにガバナンス体制の構築等の議論において強いリーダーシップを発揮してい
ただきました。
同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただけるものと判断したことより、指
名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏は、現在及び過去3事業年度において当社との間で人的関係、取引関係、資
本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」
を充足しています。

同氏は、外資系証券会社を経て、新設プロ野球団の立ち上げに従事、2007年に大手会
員制転職サイトを開設・起業、2020年より同社のホールディングカンパニー代表取締
役社長を務めています。起業から事業拡大・多角化を進め、成長軌道に乗せたのちグ
ループ経営体制への移行をリードするなど、長年に亘りトップとして優れた経営手腕
を発揮しています。
同氏は自ら起業して企業を成長させる経営全般の豊富な経験と実績に加えて、当社の
成長に不可欠な人財戦略及びDX推進に関する専門的知見を有しており、取締役会にお
いて積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に
対する監督を適切に行っていただいております。
同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただけるものと判断したことより、指
名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。

定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため

社外取締役／
社外監査役

石塚茂樹

南壮一郎

該当状況についての説明（※４）

該当事実はありません。

該当事実はありません。

同氏は、株式会社ビズリーチの業務執行者でした。当社と同社との間で
は、当社から同社への業務委託等の取引関係がありますが、2022年度か
ら2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及び同社の当
社に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結収益の0.1％
未満であり、僅少であります。

選任の理由（※５）

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2026/5/20

独立役員届出書の
提出理由

番号

2026/6/19

コード丸紅株式会社 8002

小島啓二

小田原加奈

深美泰男

梶原ゆみ子

独立役員氏名

岩村水樹

安藤久佳

宮崎裕子

ウリケ・シェーデ

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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同氏は、株式会社日立製作所の業務執行者でした。当社と同社との間で
は、商品売買取引等多様かつ継続的な取引関係がありますが、2022年度
から2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及び同社の
当社に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結収益の
0.1％未満であり、僅少であります。

同氏は、アデコ株式会社の業務執行者でした。当社と同社との間では、
当社から同社への業務委託等の取引関係がありますが、2022年度から
2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及び同社の当社
に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結収益の0.1％未
満であり、僅少であります。

同氏は、株式会社野村総合研究所の業務執行者でした。当社と同社との
間では、各種コンサルティング委託取引等の取引関係がありますが、
2022年度から2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及
び同社の当社に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結
収益の0.1％未満であり、僅少であります。

同氏は、グーグル合同会社の業務執行者であります。当社と同社との間
では、当社の広告配信に関する取引等の取引関係がありますが、2022年
度から2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及び同社
の当社に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結収益の
0.1％未満であり、僅少であります。

該当事実はありません。 同氏は、日米弁護士資格を有し、日米大手弁護士事務所に勤務したのち、複数のグ
ローバル企業の日本法人において法務部門のトップを歴任するなど、企業法務に関す
る専門的な知見を有しております。加えて、米国大手化学・電気素材メーカーの日本
法人社長として同社の事業再編等を実施するなど、企業経営にも携わりました。ま
た、当社の監査役として、当社の経営の健全性・透明性・実効性を高めるため職務を
適正に遂行してきました。さらに、ガバナンス・報酬委員会の委員として、ガバナン
ス体制の向上等の議論において、積極的に意見を述べていただきました。同氏は、こ
れらの経験や知見を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する監督を行ってい
ただくことが期待できることより、指名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏は、現在及び過去3事業年度において当社との間で人的関係、取引関係、資
本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」
を充足しています。

同氏は、大手メーカーで長年に亘り研究開発及びデジタル事業の経営に携わり、2022
年4月より2025年3月までの3年間、同社の取締役 代表執行役 執行役社長兼CEOとし
て、デジタルソリューション基盤の立ち上げや事業ポートフォリオの再編など、グ
ローバル企業の経営変革を成功させてきた実績を有しております。研究開発からIT、
インフラ技術まで幅広い分野に精通し、特にデジタル技術と実体製品を組み合わせた
「サイバーフィジカル」領域に強みを持ち、同社を社会イノベーション企業へと大き
く成長させ、一層の企業価値向上を果たすなど、グローバル企業トップとしての経営
全般に関する豊富な経験と実績、高い見識を有しており、取締役会において積極的に
ご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務執行に対する監督を
適切に行っていただいております。さらに、指名委員会の委員として当社の経営の健
全性・透明性・実効性を高めるため、積極的に意見を述べていただきました。同氏に
は、引き続き、上記の役割を果たしていただけるものと判断したことより、指名委員
会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。

同氏は、富士通株式会社の業務執行者でした。当社と同社との間では、
当社から同社への販売取引等の取引関係がありますが、2022年度から
2024年度までの3事業年度の当社の同社に対する売上高及び同社の当社
に対する売上高は、いずれも同事業年度期間中の当社連結収益の0.1％未
満であり、僅少であります。

同氏は、大手メーカーの執行役員EVP CSuO（最高サステナビリティ責任者）を経て、
大手メーカーの社外取締役や内閣府総合科学技術・イノベーション会議の非常勤議員
を務めております。大手メーカーでは法務・コンプライアンス・知的財産本部副本部
長や人事本部副本部長等の要職を歴任し、コーポレートガバナンスや人財マネジメン
トにおいても豊富な経験を有しております。特に法務・コンプライアンス分野では、
グローバル企業における法的リスク管理体制の構築や知的財産戦略の立案に貢献し、
人事分野では多様な人財の活用や働き方改革の推進に尽力してきました。また、サス
テナビリティ経営への専門的助言に加え、国の科学技術・イノベーション政策に関す
る知見や産官学連携の経験を活かした戦略的提言、コンプライアンス体制の強化や人
財育成・活用に関する助言等、多角的視点から経営課題を分析し、ガバナンス体制の
実効性・持続的な企業価値の向上に貢献してきました。同氏はこれらの経験を通じ取
締役会において積極的にご発言いただく等当社の社外取締役として経営への助言や業
務執行に対する監督を適切に行っていただいており、さらに、ガバナンス・報酬委員
会の委員として、ガバナンス体制の向上等の議論において積極的に意見を述べていた
だきました。同氏には、引き続き、上記の役割を果たしていただけるものと判断した
ことより、指名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。

同氏は、大手広告会社、経営戦略コンサルティング会社を経て、日本大学准教授、ラ
グジュアリーブランドCEOを歴任するなど、幅広い経営及びマーケティング戦略の経
験を有しております。現在は大手IT企業にて日本の法人向け及びコンシューマー向け
全製品のマーケティングと、アジア太平洋全域におけるコンシューマー向け製品及び
AIによるマーケティングトランスフォーメーションを統括しており、デジタル・ビッ
グデータを活用した経営、マーケティング及びブランド強化に深い知見を有しており
ます。当社の成長に不可欠なDX推進に関する知見を活用し、実践的な視点から取締役
会において積極的にご発言いただく等、当社の社外取締役として経営への助言や業務
執行に対する監督を適切に行っていただいております。同氏には、引き続き、上記の
役割を果たしていただけるものと判断したことより、指名委員会の答申を踏まえて、
選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。

同氏は、日本及び米国の公認会計士の資格を有し、日米大手会計事務所で監査業務に
携わったのち、複数のグローバル企業の日本法人においてCFO等の要職を歴任するな
ど、経理・財務分野における高い見識と豊富な経験を有しております。現在はコーチ
ング・コンサル個人事務所の代表に就任し、コーポレートガバナンス、人財育成、事
業変革を中心に企業経営に関する卓越した手腕を発揮されています。また、当社の監
査役として、当社の経営の健全性・透明性・実効性を高めるため職務を適正に遂行し
てきました。さらに、ガバナンス・報酬委員会の委員として、ガバナンス体制の向上
等の議論において、積極的に意見を述べていただきました。同氏はこれらの経験や知
見を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する監督を行っていただくことが期
待できることより、指名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。

同氏は、大手シンクタンクにおいて、IT・情報システム分野での専門性を発揮すると
ともに、コーポレート部門管掌の代表取締役専務執行役員や取締役副会長・取締役会
議長を歴任し、企業経営とガバナンスに関する豊富な経験と高い見識を有しておりま
す。また、当社の監査役として、当社の経営の健全性・透明性・実効性を高めるため
職務を適正に遂行してきました。同氏はこれらの経験や知見を活かし、当社の経営へ
の助言や業務執行に対する監督を行っていただくことが期待できることより、指名委
員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏と当社との間の人的関係、取引関係、資本関係等における利害関係は、一
般株主の利益に相反するおそれがなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方
針」を充足しています。
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該当事実はありません。 同氏は、日本企業の企業戦略・経営に関する卓越した専門性を有するとともに、日米
の大学・研究機関における長年の研究・教育活動を通じて、グローバル企業の経営及
びベストプラクティスに関する深い知見を培っております。また、世界と日本をつな
ぐ架け橋として豊富な実績を有し、幅広い見識と経験を有しております。同氏がこれ
らの経験及び知見を活かし、当社の経営に対する適切な助言や業務執行に対する監督
に加えて、グローバルな視点を踏まえたガバナンス機能の一環の強化に貢献いただく
ことを期待できることより、指名委員会の答申を踏まえて、選任しています。
また、同氏は、現在及び過去3事業年度において当社との間で人的関係、取引関係、資
本関係等における利害関係はなく、「当社の社外役員の独立性に関する基準・方針」
を充足しています。
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社の社外役員の独立性に関する基準・方針
当社が上場している金融商品取引所である株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、本人が現在および過去3事業年度における以下1.～7.に該当する場合は
独立性を有さないものと判断します。
1.　当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有）またはその業務執行者　（※）
2.　当社の連結総資産の2％を超える借入先の業務執行者
3.　当社との取引が当社連結収益の2％を超える取引先の業務執行者
4.　当社の会計監査人の代表社員または社員
5.　当社よりコンサルティングや顧問契約として、事業年度当たり1,000万円を超える金銭を得ている者（ただし、当該金銭を得ている者が法人、組合等の団体である
場合は、当社から得ている財産が当該団体の連結総売上高の2％を超える団体に所属する者）
6.　当社より事業年度当たり1,000万円を超える寄付金を受けた団体に属する者
7.　当社ならびに当社子会社の業務執行者のうち取締役・執行役員、監査役とその二親等以内の親族または同居者
なお、上記1.～7.のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、役員選任時にその理由を説明・開示する。
（※）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他使用人等
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